
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 昨年度に引き続き、学校運営協議会を開催した後には、保護者や地域の方々に向けて、コミュ
ニティ・スクール通信「つながる ○わ」を発行します。 
 ぜひ読んでいただき、コミュニティ・スクールについてご理解いただいたり、草川小学校でど
のようなことが行われているか知っていただいたりできたら幸いです。 
 
Ｑ：コミュニティ・スクールって何？ 
Ａ：「学校運営協議会」が設置されている学校をコミュニティ・スクール 
  と呼びます。県内では、約８割の小中学校が設置しています。 
 
Ｑ：「学校運営協議会」にはどんな人がいるの？ 
Ａ：「学校運営協議会」には、町教育委員会から委嘱された１０名の委員さんがいらっしゃい  

  ます。現在は、令和６・７年の２年間、下の方々が委員になっていただいています。また、 
  この委員さんは、草川小校区の町民の皆様の代表として、参加していただいています。 

   ご氏名（敬称略） お立場 

１ 道前  真樹 本会会長・地域協働本部委員として 

２ 永瀬  優子 ＰＴＡ会長として 

３ 高橋  栄一 加草２区区長として 

４ 屋代  雄二 庵川西区長として 

５ 桂木  淺一 庵川東区長として 

６ 櫻川  勝志 ふるさと文化財団として 

７ 安藤   誠 草川保育園園長として 

８ 岩切  勇二 スポーツ少年団代表として 

９ 津隈 ミサオ 高齢者クラブ代表として 

10 日吉 真理子 民生委員・児童委員代表として 

 
Ｑ：「学校運営協議会」ではどんなことを話し合うの？ 
Ａ：年間３回の「学校運営協議会」では、主に次の４つのことを話し合います。 

  ① 校長のその年度の学校経営方針の承認（これが一番大切です） 
  ② 学校からの相談事項の検討（その時々の学校の懸案事項を協議してくださいます） 
  ③ 地域にも学校にもメリットがある「地域学校協働活動」を計画・実践 
  ④ 年度末の学校経営の評価 

 
令和６年度第１回学校運営協議会のご報告 
① 校長の今年度の学校経営方針の承認 
   校長が約１５分説明し、承認をいただきました。 

② 地域にも学校にもメリットがある「地域学校協働活動」についての協議 
  昨年度までの取組をさらに充実させたいね 新しくやってみたいことがあるかな 
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【防災のまちづくり班】 

今年度も学校と地域が一緒に

なり「下校時避難訓練」をさ

らに充実させよう 

【美しいまちづくり班】 

地域での花植え活動をもっと

多くの地区でできるといいで

すね。 

【福祉のまちづくり班】 

福祉まつりへの参加児童を増

やそう。小学生の出し物プロ

グラムもいいですね。 


